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Ⅰ．計画の概要

１－２．計画の法的な位置付け

、法第18条の２に規定されるとおり、町の「標茶町総合計画」(以下「総合計本計画は

画」という。)の基本構想に即するとともに、国や北海道における諸計画と基本的な整合

、 、が図られた町の都市計画における基本的な方針として位置付けられることから 土地利用

市街地開発、道路、公園、下水道など、今後、町が定める都市計画は、本計画の内容に即

したものとしなければなりません。

■都市計画法第18条の２の条文

都市計画法第18条の２（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計

画区域の整備 開発及び保全の方針に即し 当該市町村の都市計画に関する基本的な方針 以、 、 （

下この条において「基本方針」という ）を定めるものする。。

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見

を反映させるために必要な措置を講じるものとする。

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知

事に通知しなければならない。

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

■本計画の法的な位置づけ

【国が関連する計画】

【北海道が関連する計画】

【近隣市町村が関連する計画】

標 茶 町 総 合 計 画
（地方自治法第２条第５項）

標茶町の上位計画
（市町村の建設に関する基本構想）

標茶町都市計画マスタープラン
（都市計画法第18条の２）

即 す

地区計画等 促進地域 地域地区 都市施設
市 街 地
開 発 事 業

市 街 地 開 発
事業予定区域

標茶町の定める都市計画 北海道の定める都市計画

即す 原案作成の方向

　 【関連計画】

・緑のﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
・市街地総合再生
　基本計画
・過疎地域自立促
　進計画
・農業振興地域整
　備計画
・森林整備計画
・地域防災計画
　　　　　　　等

基本的事
項の整合

具体 的事
項の 整合

基本的な方針

具体の都市計画

第 ６ 期 北 海 道 開 発 計 画 に
係わる地域整備の開発構想

第３次北海道長期総合計画

広 域 市 町 村 計 画

そ の 他 広 域 化 基 本 計 画

整合

国・北海道の上位計画

都 市 計 画 区 域 の 整 備 ・
開発及び保全の方針


